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墨田区のコロナ対策について
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後方支援病院
①山田記念病院
②墨田中央病院
③中村病院
④梶原病院
⑤湘南メディカル記念病院
⑥都リハビリテーション病院 ほか
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重症

中等症

回復期

発熱外来

重点医療機関
①都立墨東病院
②済生会向島病院
③東京曳舟病院
④同愛記念病院
⑤賛育会病院

墨田区医師会
薬剤師医師会
訪問看護ST協会 自宅・介護施設等

検査陽性例の診断後の流れ

退院

健康観察終了

退院

墨田区における医療提供体制のイメージ

感染症指定医療機関

①都立墨東病院

転院支援

緊急対応病床（区独自）

• 妊婦、小児、透析患者
• 待機ステーション
抗体カクテル１泊入院

１ ４ 床

１ ８ ７ 床

３ ３ 床

宿泊療養・自宅療養

軽症・無症状

５ ６ 床

東京都庁

必要時調整陽性

入院調整
本部

入院調整
方針判断

墨田区保健所

７ ３ 床

疑似症病床
（検査判明まで入院）



墨田区内の最大確保病床数の推移
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医療機関名称
（二次救急機関抜粋）

新型コロナに係る空
床確保に関する医療
機関区分

中等症等
病床数

重 症
病床数

疑似症病床
※拡大時転用

回復期
病床

東 京 都 立 墨 東 病 院
感染症指定病院
重 点 医 療 機 関 ９７ １４ １５ ０

東京都済生会向島病院 重 点 医 療 機 関 １７ ０ ２ ２

東 京 曳 舟 病 院 重 点 医 療 機 関 １８ ０ ７ ２

同 愛 記 念 病 院 重 点 医 療 機 関 ３０ ０ ３０ １０

賛 育 会 病 院 重 点 医 療 機 関 ２１ ０ ７ ７

山 田 記 念 病 院 協 力 医 療 機 関 ４ ０ ６ ５

墨 田 中 央 病 院 協 力 医 療 機 関 ０ ０ ４ ６

中 村 病 院 協 力 医 療 機 関 ０ ０ ２ １３

梶 原 病 院 ０ ０ ０ ４

湘南メディカル記念病院 ０ ０ ０ ５

東京都リハビリテーション病院 ０ ０ ０ ２

確保病床 計 １８７ １４ ７３ ５６
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墨田区内の新型コロナ患者専用病床９月22日11：00現在

【定義】重点医療機関：新型コロナ患者専用病棟を設定する病院 協力医療機関：疑い患者専用の個室病床を設定する病院



病院長・医師会役員・行政による「病院部会」

【参加者】
 墨田区（保健所長・保健予防課長・地域医療担当）
 墨田区医師会（会長・副会長・担当理事）
 墨田区内の全病院（１１施設）

【転載】コロナ 病床逼迫の隠れた理由『自宅に
戻れない患者』の行き先がない（ＮＨＫ2021年2
月2日放送）
墨田区では去年7月以降、区内の医療機関と毎週、
新型コロナの感染拡大の状況を会議で共有してき
ました。こうした連携があったことから、協力を
得ることができました。
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7

病院完結から地域完結型の医療体制へ

【転載】地域の医療機関と連携で「入院待機者2か
月間ゼロ」（2021年3月26日ＮＨＫ）
東京 墨田区では、区内で唯一、コロナの重

症患者を受け入れる「都立墨東病院」の病床の
ひっ迫を防ごうと、ことし1月下旬から区内の
医療機関と連携し、国の退院基準を満たしたう
えで引き続きリハビリなどの入院治療が必要な
患者について、一般病床に転院させる取り組み
を始め、2か月がたちました。
これまでにおよそ100人の回復患者が転院し、
多いときには30人ほどいた入院の待機者はゼロ
の状態が2か月間続いています。
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内閣官房「新型インフルエンザ等対策ガイドライン」（平成25年6月26日）
医療体制に関するガイドライン

帰国者・接触者外来については、感染症指定医療機関のみでなく、身近な地域で
受診できるよう、その体制を確保することが望ましく、都道府県等は、少なくと
も概ね人口10万人に１カ所程度、帰国者・接触者外来を当該管轄地域内に確保す
る。

国内発生早期までは、感染症法第19条の規定に基づく入院措置等の対象となるた
め、都道府県は新型インフルエンザの患者の入院可能病床数を事前に把握してお
く必要がある。感染症法に基づく新型インフルエンザの患者の入院に係る医療を
提供する医療機関は、次に掲げる医療機関とする。

1. 感染症指定医療機関

2. 結核病床を有する第２種感染症指定医療機関など新型インフルエンザ対策
行動計画に基づき都道府県が病床の確保を要請した医療機関（以下｢協力
医療機関｣という。）

都道府県等は、地域の実情に応じ、感染症指定医療機関等のほか、公的医療機関
等（国立病院機構、国立大学病院、公立病院、日赤病院、済生会病院、労災病院
等）で入院患者を優先的に受け入れる体制を整備すること。
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国内（地域）発生早期までの医療体制について



有名芸能人死亡（2020年3月29日）⇒『検査外来が足りない』
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【図１】墨田区帰国者接触者相談センターの相談受理件数（2020.1.31～2020.5.1）
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【図２】墨田区におけるＰＣＲ検査数（2020.1.31～2020.5.1）

検査需要に供給が追い付かない！
→検査を ㋐絞る？ ㋑受ける？

需要：１日１５０件

供給：１日２０～３０件
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（現在）墨田区の検体採取体制について

最大稼働時における検体採取能力
約１，２００件／日

【墨田区における検体採取の状況】
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診療・検査医療機関 ＰＣＲセンター 保健所 その他
（介護施設等）

合計

約７００ 約１２０ 約１８０ 約２００ 約１，２００

最大検査数 ３５２件（2021年8月24日）

墨田区ＰＣＲセンター

日別検査件数

2020年4月10日開設



（現在）墨田区の検体分析体制について

最大稼働時における検体分析能力
約１，９００件／日

【墨田区における検体採取の状況】
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都健安研 保健所 診療・検査医療機関 民間検査機関 合計

ー
（全都で約４，０００） 約２００ 約５０

１，６５０
うち区内１，０００ １，９００＋α

保健所のＰＣＲ検査室 民間検査機関を区内へ誘致



墨田区立学校における宿泊を伴う校外学習の出発前検査

13

学年 行事名 時機 概要

小学５年 移動教室（あわの）
6月29日～7月12日
9月13日～

1泊2日

小学６年 野外体験（日光） 9月13日～ 2泊3日

中学１年 野外体験（福島など） 9月13日～ 1泊2日

中学２年 移動教室（スキー教室） 検討中（冬季に判断）

中学３年 修学旅行（京都・奈良） 9月13日～ 2泊3日

プール方式の仕組み（４人分を１度に行う場合）
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感染症パンデミックにおける自治体の役割

インテリジェンス
1. 国内外の情報収集

セキュリティ
2. まん延防止措置

ロジスティクス
3. 医療提供体制確保

リスクコミュニケーション
4. 地域住民へ情報提供

【参考】福田充：「コロナ禍で明らかになった自治体危機管理の課題と展望（上）～リスク・マネジメントにおけ
る危機管理4 機能の構築」『ガバナンス』，ぎょうせい，2020 年7 月号，pp.118-120.

新型インフルエンザ対策
政府の行動計画



墨田区保健所の体制強化（イメージ）

墨田区保健所
危機管理体制

人的／予算

応援

区役所

向島保健センター
本所保健センター

人材派遣会社

補助
支援

都庁

専門職
派遣

墨田区医師会訪問看護協会

受託

健康観察
チーム

協力

墨田区
薬剤師会

自宅療養
支援薬局

酸素濃縮器
24時間配達 ステロイド

消炎鎮痛剤
持病の治療
薬

等を配達

協力

125人体制

うち保健師等67人
※ 保健予防課感染症

係職員数
※ 平時は10人うち保

健師3人
※ 兼務職員を含む
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16

https://2.bp.blogspot.com/-qZaL1bCY2ac/VSufi9NtI9I/AAAAAAAAs90/K4GtBfSz7v4/s800/building_hokenjo.png
https://3.bp.blogspot.com/-hBvp8IzDZuc/V2ub1CvmlzI/AAAAAAAA7sc/M8PFWI10mlINajJSzUTkdrz0zNPgcqqNgCLcB/s800/houmon_shinryou_nocap.png
https://1.bp.blogspot.com/-g1UogspXhfU/VZiOKfw0GUI/AAAAAAAAuwk/P-eRkHV5KdE/s800/job_joi_yakuzaishi.png
https://4.bp.blogspot.com/-UZU0WOor41k/VWmAtvcLNII/AAAAAAAAtzs/iubr4w2iZg8/s800/job_hokenshi_woman.png
https://3.bp.blogspot.com/-5YD5rp_LMF0/VWmAs65-tFI/AAAAAAAAtzk/eyi6uvsWLjA/s800/job_hokenshi_man.png
https://1.bp.blogspot.com/-sswtnbUOhqM/UnIDk2PkPbI/AAAAAAAAZ4o/MrnS98mSJNk/s800/job_call_center.png


医療非常事態宣言を受けて（2021年8月25日）
リスクコミュニケーション

• 8月17日、東京都は、新規陽性者、重症者が
爆発的に増加し、もはや「災害レベル」とし
て、「医療非常事態」宣言を発出しました。

• こうした中、区では、本日、対策本部会議を
開き、「医療提供体制を拡充する緊急対
策」を取りまとめ、区民の命を守ることを
最優先に、総力をあげて取り組むよう指示
しました。

• まず、コロナ専用病棟を有する「入院重点
医療機関」を新たに1施設指定することで、
「コロナ専用病床」を23床拡張します。うち
2床を重症用とします。

• 現在、コロナの検査入院のために使用してい
る「疑似症病床」81床のうち、33床を搬送
困難とされた患者のための「緊急対応病
床」として整備します。その上で、賛育会病
院に「周産期病床」を7床確保して、特に入
院先が見つかりにくい、コロナに感染した妊
婦や小児の入院を確実に受け入れてもらいま
す。
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想定する最大値（東京都／墨田区）
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７月から9月末の状況
東京都 墨田区

想定 想定

１ １日あたり新規陽性者数 ４，７７４人 １５１人

２ 最大療養者数 ４５，４５６人 ５９９人

想定するピーク時の入院率 １０％ １５％

３ 最大要入院者数 ６，０９１人
（＋１，７４０）

１６３人
（＋７２）

４ 最大宿泊療養者数 １０，０００人
（＋７，８０３）

２００人
（＋７４）

５ 最大自宅療養者数 ２９，３６５人 ２３６人

脚注：（カッコ）内は第５波ピーク時との比較



新型インフルエンザ等感染症に対する医療提供体制

 新型インフルエンザ等が発生した場合には、未発生期に準備した地域における医療連携体制を活用する
とともに、各医療機関における診療継続計画に基づき、業務量の調整等を行い医療提供体制の確保に努
める。

 これらの対応を最大限行った上でも、患者数が増加し医療施設が不足する事態となった場合には、既存
の医療機関において定員超過入院や病室外への入院等を行い、医療を提供する（医療法の範囲内での診
療継続）。

 上記でも、対応が困難な場合、都道府県知事は特措法に基づき、臨時の医療施設を開設し医療を提供す
る。
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地域内の医療機関間で
医療連携体制の構築と維持
診療継続計画の運用による

当該医療機関の医療提供体制の継続

• 新型インフルエンザ等に対する
医療、新型インフルエンザ等以
外の必要な医療を確保するため、
医療機関の役割分担を行う

• 緊急性のない患者を退院させる、
長期処方するなどにより業務量
を減らす

定員超過入院や病室ではない場所への入院
など医療法の範囲内での臨時応急の対応

対応の限界

• 病室ではない部屋（会議室、
講堂等）を病室として用いる

都道府県知事は特措法による
臨時の医療施設の設置を判断

• ホテル、公共施設等を用いた
医療提供体制の維持

国内発生早期 国内感染期

対応の限界

【引用】新型インフルエンザ等対策有識者会議医療・公衆衛生に関する分科会中間とりまとめ（平成24年12月21日）



特措法における医療提供体制について

新型インフルエンザ等対策特別措置法（抜粋）

（医療の確保）

第47条 病院その他の医療機関、医薬品等製造販売業者等である指定公
共機関及び指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等緊急事態
において、それぞれ業務計画で定めるところにより、医療又は医
薬品等の製造等を確保するため必要な措置を講じなければならな
い。

（臨時の医療施設等）

第48条 都道府県知事は、病院その他の医療機関が不足し、医療の提供
に支障が生ずると認める場合には、都道府県行動計画で定めると
ころにより、臨時の医療施設において医療を提供しなければなら
ない。
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平成２４年５月１１日に公布された新型インフルエンザ等対策特別措置法は、
新型インフルエンザ等発生時における医療提供体制の確保の手段として、指定
（地方）公共機関である病院等に対しては業務計画に基づく措置を求め、都道
府県知事に対しては病院等が不足し、医療の提供に支障があるときには臨時の
医療施設を設置するよう求めている。

【引用】新型インフルエンザ等対策有識者会議医療・公衆衛生に関する分科会中間とりまとめ（平成24年12月21日）



都議会令和３年度９月議会 補正予算
「区市町村と一体となった対策」74億円

◆ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（特別区分）42億円

緊急事態宣言等の長期化により、経済活動への影響が生じていることを踏まえ、その影響
を受ける事業者に対し、都道府県や区市町村が地域の実情に応じて、支援の取組を着実に
実施できるよう交付された臨時交付金（事業者支援分）のうち、特別区分を計上

 新型コロナウイルス感染症区市町村緊急包括支援事業 22億円
国の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を活用する区市町村に対し、都が交付
を受けて行う間接補助事業に要する経費を計上

 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業 10億円
都と区市町村が共同で行う連携の仕組みに参画する区市町村に対し、当該自治体が地域の
実情に応じて集中的に実施する新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた取組に
係る経費を支援

22

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

東京都へ交付 ２１２億円（令和３年度歳入分）

東京都分：１７０億円 特別区分：４２億円

事務が煩雑
必要な時に
間に合わない

遡及適用不可、
後発有利



国へ要望

新型コロナウイルス感染症対策への財政支援
• 各区独自の施策を含め、区が実施する感染予防対策について、十分な
財政措置をお願いしたい。

• 「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」について、継
続を図ることに加え、迅速で柔軟な運用についてお願いしたい。

医療体制の強化
• 医療崩壊を招くことのないよう、国および都において、医療体制の整
備、検査体制の強化及び入院調整本部の２４時間運用について、また、
それらに伴う人員の確保に関する仕組み構築についてお願いしたい。
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